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扶養親族別 現行 要求額 改正額 差額 

子１人目 ３，５００円 １０，０００円 １０，０００円 ＋６，５００円 

うち配偶者を欠く子 １２，５００円 ２０，０００円 ２０，０００円 ＋７，５００円 

子２人目以降 ３，５００円 １０，０００円 １０，０００円 ＋６，５００円 

重度心身障害者（子） ５，０００円 １２，０００円 １２，０００円 ＋７，０００円 

重度心身障害者（子以外） ３，５００円 １０，０００円 １０，０００円 ＋６，５００円 

配偶者 １６，０００円 １６，０００円 １０，０００円 ▲６，０００円 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  実施期日  平成 29年 10月１日  

 

 

確認メモの要点は！ 

1 扶養手当の見直しは、申１９号「扶養手当の増額を求める申し入れ」の要求内容を踏ま

えて回答したことを確認 

2 扶養手当の見直しによって、手当の低下が明らかな社員に対しては経過措置を設ける

ことを確認。また、生涯賃金ベースでは、いくつかの課題があることを認識する 

3 扶養手当の見直しに伴い、主務職以上に対する管理手当等の考え方は変えない 

4 今回の扶養手当の見直しは子ども手当に特化したため、今後、介護に関する手当など

についても議論する 


